
開発手続きの流れ

事前協議書類受付 適用除外

意見照会・調整、
申請書類修正など

土地開発行為適正化連絡会議

土地開発審議会

※説明用に、手続きの流れを簡易的に表しています。
案件により、必要期間は大幅に増減する可能性があります。

開発不可

２ヶ月程度

開催：5,8,11,2月

１～２ヶ月
程度

１ヶ月程度

本申請

※内容によっては、景観委員会での
審議が必要となる場合もあります。

不許可 または
保留・継続審議

１ヶ月程度
景観条例届出
位置指定申請
建築確認申請

許可


